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記載欄名 記載すべき事項 

１ 住所 受給者の令和８年１月１日現在における住所を記入してください。 

２ 個人番号、役職、氏名 受給者の個人番号、役職、氏名、及び氏名のフリガナを記入してください。 

※個人番号（マイナンバー）の取扱いは、法令を遵守してください。 

３ 控除対象配偶者の有無等 配偶者控除が適用される際は、「有」欄に「○」を記入してください。なお、その配偶者が

７０歳以上（昭和３１年１月１日以前に生まれた方）のときは、「老人」欄に「○」を記入

してください。 

４ 配偶者（特別）控除の額 配偶者（特別）控除の適用がある場合に、控除額を記入してください。 
また、「２０」欄に配偶者の所得金額を記入してください。 

５ 控除対象扶養親族等の数 

（配偶者を除く。） 

★制度改正項目 

 

扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を

受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が５８万円以下の人をいいま

す。 

（１）特定：特定扶養親族（平成１５年１月２日から平成１９年１月１日までに生まれた

方で、合計所得金額が５８万円以下の方）の人数を記入してください。 

（２）老人：老人扶養親族（昭和３１年１月１日以前に生まれた７０歳以上の方で、合計

所得金額が５８万円以下の方）の人数を記入してください。老人扶養親族の

うち、本人又は配偶者の直系尊属で同居している方の人数を「内」欄に記入

してください。 

（３）その他：(１)と(２)を除いた控除対象扶養親族（平成１９年１月２日から平成２２

年１月１日までに生まれた方及び昭和３１年１月２日から平成１５年１月

１日までに生まれた方で、合計所得金額が５８万円以下の方）の人数を記

入してください。 

（４）特親：特定親族（所得者と生計を一にする平成１５年１月２日から平成１９年１月

１日までに生まれた親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受け

る人及び白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が５８万円超１２３

万円以下の方）の人数を記入してください。 

６ 障害者の数（本人を除く。） 障がい者である控除対象配偶者や扶養親族の人数を記入してください（障がい者である１

６歳未満の扶養親族の人数も含めて記入してください）。 

（１）特別：特別障がい者の人数を記入し、同居している方の人数を「内」欄に記入してく

ださい。 

（２）その他：(１)を除いた障がい者の人数を記入してください。 

※特別障がい者は、身体障害者手帳１級、２級の方で、その他障がい者は３級以下の方で

す。 

また、精神障害の他、要介護認定等により、控除対象となる場合もあります。 

７ 非居住者である親族の数 居住者に該当しない扶養親族の人数を記入してください。 
居住者とは、国内に住所、又は、現在まで引き続き１年以上居所を有する個人をいい、居住

者以外の個人を非居住者と規定しています。 
８ 特定親族特別控除の額 

★制度改正項目 

特定親族特別控除の対象となる方がいる場合（「５」欄の（４）特親に人数の記入がある場

合）に、控除額の合計額を記入してください。 
９ 社会保険料等の金額  社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の合計額を記入してください。なお、小規模企業

共済等掛金がある場合は、上段「内」欄に金額を記入してください。 
１０ 生命保険料の控除額 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料による控除額を記入してください。 
１１ 地震保険料の控除額 地震保険料、旧長期損害保険料による控除額を記入してください。 

１２ 住宅借入金等特別控除の額 年末調整の際に、算出所得税額から控除した住宅借入金等特別控除額を記入してください。

１３ 摘要 （１）扶養親族等 

控除対象扶養親族等、１６才未満の扶養親族が５人以上いる場合は、５人目以降の

対象者氏名を記入してください。この場合、「１９」欄に記載する個人番号との対応関

係を確認するため、氏名の前に括弧書きで番号を記入してください。 

 

令和７年度税制改正により、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、 

「特定親族特別控除」の創設が行われています。 

国税庁が作成する「年末調整のしかた」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の 

作成と提出の手引」などをご参照いただき、不備のないよう記載してください。 



   

 

記載欄名 記載すべき事項 

１３ 摘要 

 （つづき） 

（２）年の途中で就職した方 

就職前の給与等を含めて年末調整した場合は、次の事項を記入してください。 

支払者の所在地、氏名又は名称、退職年月日、 

給与等の金額、徴収した税額、社会保険料の金額 

（３）租税条約 

租税条約により、課税免除適用の方は、「○○条約○○条該当」と朱書きしてくだ 

さい。 

（４）普通徴収となる場合 

特別徴収できない方は「普通徴収」と記入してください。 

１４ 生命保険料の金額の内訳 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の支払いがある場合、その額を記入してくだ

さい。 

１５ 住宅借入金等特別控除の額 

の内訳 

（１）住宅借入金等特別控除適用数 

年末調整における、当該控除の適用数を記入してください。 

 （２）住宅借入金等特別控除可能額 

住宅借入金等特別控除額が、算出される所得税額を超え、年末調整で控除しきれな

い額がある場合に記入してください。 

（３）居住開始年月日 

住宅借入金等特別控除の適用を受けた家屋、又は増改築等をした部分を居住の用に

供した年月日を記入してください。 

（４）住宅借入金等特別控除区分 

    住：一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築を含みます。） 

    認：認定住宅の新築にかかる住宅借入金等特別控除の場合 

    増：特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 

    震：震災特例法第１３条の２第１項の適用を選択した場合 

（５）住宅借入金等年末残高 

住宅借入金等の年末残高を記入してください。 

１６ 国民年金保険料等の金額 国民年金保険料等の支払いがある場合、その額を記入してください。 

１７ 旧長期損害保険料の金額 地震保険料控除額のうち、平成１８年１２月３１日までに締結した一定の長期損害保険契

約等がある場合に支払額を記入してください。 

１８ 控除対象配偶者、 

控除対象扶養親族等、 

16 歳未満の扶養親族 

★制度改正項目 

控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者及び控除対象扶養親族又は特定親

族及び１６歳未満の扶養親族の個人番号、氏名、及び氏名のフリガナを記入してください。

 

なお、控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者及び１６歳未満の扶養親

族が非居住者である場合には、区分欄に「〇」を記入してください。 

 

控除対象扶養親族の方が非居住者である場合には、控除対象扶養親族等の区分に応じて、

次のように０１～０４（下記参照）を記入してください。 

・控除対象扶養親族等の区分 

控除対象扶養親族等の区分 区分欄記載方法 

居住者 空欄※ 

非居住者（３０歳未満又は７０歳以上） ０１ 

非居住者（３０歳以上７０歳未満、留学生） ０２ 

非居住者（３０歳以上７０歳未満、障害者） ０３ 

非居住者（３０歳以上７０歳未満、３８万円以上送金） ０４ 

 

 

 

 

 

 

 

※e-Tax 等の電子媒体で提出する場合は「００」と記入してください。 

 

 

記載欄名 記載すべき事項 

１８ 控除対象配偶者、 

控除対象扶養親族等、 

16 歳未満の扶養親族 

★制度改正項目 
  （つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定親族特別控除の適用を受ける場合には、特定親族特別控除の額に応じて、 

次のように１０～９１（下記参照）を記入してください。 

・特定親族特別控除の額の区分 

特定親族特別

控除の額 

区分 

（特定親族が

居住者） 

区分 

（特定親族が

非居住者） 

合計所得金額 

６３万円 １０ １１ ５８万円超  ８５万円以下 

６１万円 ２０ ２１ ８５万円超  ９０万円以下 

５１万円 ３０ ３１ ９０万円超  ９５万円以下 

４１万円 ４０ ４１ ９５万円超  １００万円以下 

３１万円 ５０ ５１ １００万円超  １０５万円以下

２１万円 ６０ ６１ １０５万円超  １１０万円以下

１１万円 ７０ ７１ １１０万円超  １１５万円以下

６万円 ８０ ８１ １１５万円超  １２０万円以下

３万円 ９０ ９１ １２０万円超  １２３万円以下

 

１９ ５人目以降の控除対象扶養親

族等の個人番号 

「１３」に記載した、５人目以降の控除対象扶養親族等について、「１３」で付した番号と

ともに、対象者の個人番号を記入してください。 

２０ 配偶者の合計所得 「４」の適用を受ける場合に、配偶者の合計所得を記入してください。 

２１ 基礎控除の額 

 ★制度改正項目 

合計所得金額に応じた基礎控除額を記入してください。 

合計所得金額が２，５００万円を超える場合は適用外です。 

・令和７年分の基礎控除額の表 

所得者の合計所得金額  基礎控除額 

１３２万円以下 ９５万円 

１３２万円超  ３３６万円以下 ８８万円 

３３６万円超  ４８９万円以下 ６８万円 

４８９万円超  ６５５万円以下 ６３万円 

  ６５５万円超  ２，３５０万円以下 ５８万円 

２，３５０万円超  ２，４００万円以下 ４８万円 

２，４００万円超  ２，４５０万円以下 ３２万円 

２，４５０万円超  ２，５００万円以下 １６万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 所得金額調整控除額 所得金額調整控除額を記入してください。 
２３ 乙欄 「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙」を適用している受給者の場合、「○」を記入してく

ださい。 

２４ 本人控除 受給者に該当する項目がある場合、「○」を記入してください。 

２５ 中途就職、退職 令和７年中に就職や退職された方について、該当欄に「○」と、年月日を記入してください。

２６ 受給者生年月日 受給者の生年月日を記入してください。 

２７ 給与所得控除後の金額 

  （調整控除後） 

★制度改正項目 

給与収入から計算した給与所得控除後の金額を記入してください。 

所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除の額を控除した後の金額を記入

してください。 

給与収入が１９０万円以下の方については、６５万円の給与所得控除が適用されます。 

 

 

 

 


